
 
 
 
 

道路照明の個別施設維持管理計画 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１月１１月策定 

（令和８年３月見直し） 

名古屋市 緑政土木局 道路維持課 

 



目 次 
 
１．はじめに 
 
 
２． 個別施設維持管理計画 
  

１）対象施設 
 
 ２）目的 
 
 ３）更新計画 
 
 ４）塗装計画 
 
 ５）点検計画 
  

６）中長期計画 
 
 ７）新技術の活用 
 
 ８）その他 
 
 ９）計画の見直し履歴 
 
 
 
 
 



- 1 - 
 

 
1.はじめに 
 

市内にはこれまで交通安全対策として約 98,000 基の道路照明が設置されて

いる｡これらの道路照明のうち腐食に弱い塗装柱を使用したものが多数残って

おり､集中して倒壊する危険性を含んでいる｡ 
これまで道路照明の更新は､腐食等の老朽化し危険性のあるものをその都度

更新をおこなう対処療法でおこなってきており､この手法では今後莫大な維持

管理費が必要となる｡ 
  このような状況を回避するため､平成 21 年 11 月に｢街路灯の個別施設計画

(案)｣(以下個別施設計画)を策定､また､平成 27 年 3 月に｢道路附属物等維持管

理計画｣で道路照明の内､統合柱､美装化柱(ﾃﾞｻﾞｲﾝ柱)に対して維持管理計画を

策定し､これに基づいて道路照明の維持管理計画を進めていたが､平成 29 年 3
月に｢小規模附属物点検要領｣(以下点検要領)が国土交通省より策定されたこ

とにより､この点検要領を踏まえた個別施設計画を令和元年 10 月に改訂を行

ったものである｡ 
 
2.個別施設維持管理計画 
 

1)対象施設 
   名古屋市緑政土木局が管理する道路照明とする｡ 
 

2)目的 
従来の対処的な維持修繕による対処療法から､道路照明の点検を行うこと

により現状を把握し､異常または損傷を早期に発見するとともに対策の要否

の判定を行うことにより､適切な処置を行う予防保全型へ移行することで､

道路照明の長寿命化を図り､維持管理費の縮減及び第三者被害の恐れのある

事故を防止し､安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目的として実施

する｡ 
 

3)更新計画 
    道路照明の内､塗装柱について､幹線道路照明(ﾃｰﾊﾟｰ柱､段付柱)は昭和 51

年､生活道路照明(ｶﾗｰﾎﾟｰﾙ)は昭和 60 年以前が標準で使用されており､以後

は亜鉛ﾒｯｷ柱が標準となった｡塗装柱は亜鉛ﾒｯｷ柱に比べ腐食に弱いため､集

中的に更新を行い点検維持管理体制にｼﾌﾄする｡
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塗装柱              亜鉛ﾒｯｷ柱 

 
 
 
 
 
 

(1)道路照明柱の更新について 
 ①名古屋市における道路照明柱の工学的寿命について 

○管理限界板厚までの耐用年数 
       平成 25年度より道路照明施設を撤去する際に地際部の板厚を測定し､

この実績値を基に腐食状況の考察と､実際の耐用年数を算出する｡ 
 

･有効ｻﾝﾌﾟﾙ数  
幹線道路照明 734 基 

(ﾃｰﾊﾟｰ柱 69 基､段付柱 324 基､その他 341 基) 
生活道路照明 809 基 

(ｶﾗｰﾎﾟｰﾙ 809 基) 
    ･耐用年数 

鋼材耐用年数=(鋼管厚-管理限界板厚) / 腐食速度 

道路照明柱種別 
鋼管厚

(mm) 
管理限界板厚

(mm) 
腐食速度 
(mm/年) 

鋼材耐用年数

(年) 
ﾃｰﾊﾟｰ柱 4.2 2.4 0.045 40 
段付柱 4.5 2.4 0.045 46 
ｶﾗｰﾎﾟｰﾙ 3.2 1.3 0.039 48 

 
○塗装寿命について 

塗装柱に使用されていた旧塗装仕様と現在使用している塗装仕様と

の比較を下記表に記す｡ 
 
･旧塗装と現行塗装の比較 

 塗料 期待寿命 

旧塗装仕様 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 10 年 

現行塗装 厚膜形ふっ素樹脂塗料 20 年 

内：鋼材 
外：塗装 

内：亜鉛メッキ 
中：鋼材 

内：亜鉛メッキ 

更新 
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     ※平成 27 年度に旧塗装から現行塗装に見直しを行った｡ 
○道路照明柱の工学的寿命 

･塗装柱の工学的寿命 
道路照明柱 

種別 
鋼材 

耐用年数 
旧塗装 

耐用年数 
工学的 
寿命(年) 

ﾃｰﾊﾟｰ柱 40 10 50 
段付柱 46 10 56 

ｶﾗｰﾎﾟｰﾙ 48 
10 

(流動浸清粉体塗装) 58 

 
柱の工学的寿命は､塗装の耐用年数に鋼材の耐用年数を足した数字で算 

出しており､旧塗装仕様の灯柱については､ﾃｰﾊﾟｰ柱･段付柱は昭和 51 年度

まで､ｶﾗｰﾎﾟｰﾙは昭和 60 年度まで使用しており､ﾃｰﾊﾟｰ柱は 50 年､段付柱は

56 年､ｶﾗｰﾎﾟｰﾙは 58 年となり､更新時期を迎えつつある｡ 
 

(2)亜鉛ﾒｯｷ柱への更新計画 
○更新計画については､耐用年数を超過する前に更新する｡  
                                                        （単位：基） 

道路照明 
種別 

～R2 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 計 

幹線道路 4,041 300 410 410 192 192 246 24 32 32 31 1,869 

生活道路 3,491 109 146 146 88 89 0 90 76 76 76 896 

合 計 7,532 409 556 556 280 281 246 114 
 

108 108 107 2,765 

※平成 21 年 11 月個別施設計画策定時の更新対象基数 11,187 基｡ 
※令和 8 年 3 月時点、更新対象残基数 437 基。 

 
(3)更新に要する費用 

   更新計画は、令和 2 年度から令和 11 年度までとし、更新に要する費用は、

概算で約 25 億円となる。 
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4)塗装計画 
    溶融亜鉛ﾒｯｷ仕様の道路照明施設について､計画的に塗装することで､長

寿命化を図ることで安全を確保する｡ 
  
  (1)塗装対象基数 
    86,500 基(共架やﾄﾝﾈﾙ(ｶﾞｰﾄﾞ下)照明等を除く｡) 
 

 (2)塗装計画 
     ○幹線道路照明   

亜鉛ﾒｯｷ塗装の想定寿命 33 年を目安に塗装し､塗装後 20 年周期で再塗装を 

繰り実施｡ 

○生活道路照明 

亜鉛ﾒｯｷ塗装(+粉体塗装)の想定寿命 16 年(+10 年)を目安に塗装し､以降 20 

年周期で補修を繰り返し実施｡ 

 

      <塗装計画基数> 
 R2～R6 R7～ 
幹線道路照明 2,466 基/年 2,021 基/年 
生活道路照明 4,338 基/年 2,304 基/年 
合    計 6,804 基/年 4,325 基/年 
※R2～R6 については､旧塗装仕様の塗料で塗装を行った幹線道路照明の

再塗装及び今まで塗装ができていなかった生活道路照明の塗装が含ま

れる｡ 

   

<亜鉛ﾒｯｷの想定寿命> 

区分 塗装 亜鉛ﾒｯｷ 想定寿命 

幹線道路 
ﾃｰﾊﾟｰ柱､段付柱  33 年 33 年 

統合柱等 10 年 33 年 43 年 

生活道路 ｶﾗｰﾎﾟｰﾙ 10 年 16 年 26 年 

 

 (3)塗装に要する費用 
   年間に要する費用は、令和 2 年度～令和 6 年度までは概算で約 3.4 億円/ 

年。令和 7 年度からは概算で約 2.2 億円/年となる。 
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5)点検計画 
  道路照明の現状を把握し､変状を早期に発見するとともに､対策の要否を 

判定することにより､道路利用者及び第三者被害の恐れのある事故を防止し､

安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目的として実施する｡ 

 

 (1)点検の種別及び頻度と方法 
①詳細点検(10 年に 1 回の頻度を目安に実施) 

       点検部位に近接し詳細に点検する｡また､必要に応じて触診や打音等

の非破壊調査等を併用して行う点検である｡ 
②中間点検(5 年に 1 回の頻度を目安に実施) 

       遠望目視により全体的な劣化と局部的な劣化の発生を把握する点検

である｡ 
③通常点検(巡視を行う際に実施) 

      道路の巡回(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ)を行う際に実施する点検をいう｡ 
 

 (2)健全度の把握 
健全度の把握は､｢小規模附属物点検要領(平成 29 年 3 月 国土交通省 

道路局)及び｢附属物(標識､照明施設等)点検要領 平成 31 年 3 月 国土交

通省 道路局 国道･技術課｣に基づいた点検により健全度を把握するも

のとする｡ 
 

判定区分 損傷状況 
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 
Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に仕様が生じていないが､予防保全の観点か

ら措置を講ずることが望ましい状態 
Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり､早期に措置を

講ずべき状態 
Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている､又は生じる可能性が著

しく高く､緊急に措置を講ずべき状態 
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(3)点検対象基数 
      ○点検種別対象範囲と点検方法 

道路照明種別 対象基数 
点検種別 

詳細 中間 通常 

幹線道路照明 
標準タイプ 32,371 基 ○ ○ ○ 
ﾃﾞｻﾞｲﾝ･統合柱等 2,581 基 ○ ○ ○ 
その他 7,067 基   〇 

生活道路照明             56,111 基   ○ 
その他(ﾊﾛｹﾞﾝ灯､ｶﾞｽ灯等) 185 基   ○ 
合計 98,315 基    

      ※幹線・生活道路照明の一部については､球替え等にあわせて詳細点検

を実施｡ 
 

 (参考) 
区分 事象 附属物 

片持ち式 
落下､倒壊事象のお

それがある附属物 

標識:F 型標識､地点名標識など 

照明:幹線道路照明､生活道路照明､ 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ柱･統合柱 

路側式 
倒壊事象のおそれ

がある附属物 
標識:路側式標識 

   
   (4)定期点検計画 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

幹線道路照明  〇 〇 ○ 〇 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ・統合柱等 ○ ○ ○ ○ ○ 

年度 R7 R8 R9 R10 R11 

幹線道路照明 ○ ○ ○ ○ ○ 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ・統合柱等 ○ ○ ○   

  ※令和 2 年度から概ね 10 年間で一巡目の点検を完了。 
 

(5)点検に要する費用 
    点検計画は令和 2 年度から 10 年間とし、点検に要する費用は、概算で 

約 26 億円となる。 
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6)中長期計画 
(1)従来の対症療法を継続した場合の費用(寿命まで使用し更新する｡) 
従来の対症療法で維持管理費用の推計を図 1 に示す｡ 
○従来の対症療法による 50 年間の総事業費 189 億円/50 年 

 
図 1 従来の対症療法による維持管理費 

 
○従来の対症療法を継続した場合 
･修繕費のﾊﾞﾗﾂｷが大きく維持予算の平準化ができない｡ 
･令和 12 年度から更新灯柱はなくなるが､令和 35 年度より寿命がくる灯 
柱が現れ現行予算を超過し始め､最大約 19 億円規模になる年度が現れ 
る｡ 

･以上の結果から､予防保全の概念を導入した新しい維持管理手法の取り 

組みが必要となる｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定寿命を新たに設定したことによ

り、更新しない年度がある。 

カラーポール 

テーパー柱・段付柱 最大約 19 億円／年 
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(2)予防保全型維持管理手法へ移行した場合の試算 

予防保全型による維持管理による維持管理費用の試算を図 2 に示す｡ 

 ○予防保全型の 50 年間の総事業費 113 億円/50 年  
 

 
図 2 予防保全型維持管理費用の推計 

 
○予防保全型維持管理手法に取り組んだ場合 
･塗装柱から亜鉛ﾒｯｷ柱へ更新し、塗装を繰り返し実施することで､将来､

維持管理費が約 1 億 7 千万円/年を目処に推移し現状のサービス水準が

継続可能となる｡ 
 

(3)削減効果 
 
 
 
 
 

 7)新技術の活用 
  点検や修繕等において、新技術の活用により将来の維持管理費用などのコ

スト縮減が見込める、あるいは後期短縮などの事業の効率化が期待できる新

技術の勝つようを図る。 
  ＮＥＴＩＳ等における新技術（工法、材料等）の導入について積極的に検

討を行う。 
 

50 年間の総事業費 

 対症療法 予防保全型 削減効果 

総事業費 189 億円/50 年 113 億円/50 年 76 億円/50 年 

年間必要基数を塗装することにより現状のサービ

ス水準を保ちつつ、維持費の縮減が図れる。 

 塗装費用（カラーポール、亜鉛メッキ柱） 
塗装費用（テーパー柱・段付柱、亜鉛メッキ柱） 

更新費用（カラーポール、塗装柱） 

更新費用（テーパー柱・段付柱、塗装柱） 
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8)その他 
道路照明の維持管理を行うにあたり､点検･補修等の結果や進捗､状況を計 

画に反映し､計画を適時見直すことで､計画の精度が高まり､適正な維持管理 
ができるようになる｡ 
 
9)計画の見直し履歴 
 (1)平成２１年１１月  計画 策定 
 
 (2)令和元年１０月   計画 見直し 
  ・塗装計画見直し 
  ・点検計画追加 
  ・中長期計画見直し 
 
 (3)令和４年３月    計画 見直し 
  ・更新計画見直し 
  ・点検計画見直し 
  ・新技術の活用追加 
 
 (4)令和８年３月    計画 見直し 
  ・更新計画見直し［2. 3) (2)］ 


